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決算収支の状況と

他都市比較で見る京都市財政の特徴

平 成 ２ ５ 年 ９ 月

京都市行財政局



 全会計 176億円の黒字（←23年度 85億円の黒字）

 一般会計 19億円の黒字（←23年度 14億円の黒字）

全会計，一般会計ともに実質
収支の黒字を維持・拡大

 一般財源収入が対前年度比66億円減少

 予算編成で，総人件費の削減（12億円）や事業見直し（28億円）
など行財政改革を推進

 執行に当たっても，滞納市税の回収や経費節減を徹底（市税徴
収率は過去最高の97.4％）
⇒単年度収支5億円の黒字

一般会計の単年度収支は，
財政状況が厳しさを増す中，
黒字を維持

１ 平成２４年度決算の状況と本市財政の現状

 市バスは計画より3年前倒しで健全化団体から脱却

 地下鉄も計画を上回って現金収支を拡大，経常赤字も計画策定
前の18年度から70％縮小（１日当たり13百万円の赤字）

市バス，地下鉄は健全化計
画を上回る収支改善

 全会計 対前年度比302億円縮減

 一般会計 対前年度比178億円縮減

全会計，一般会計ともに実質
市債残高を着実に縮減

本市財政は着実に健全化しているが，依然として厳しい状況
・ 一般会計…ぜい弱な財政基盤，社会福祉関連経費の増加 → 当面，「特別の財源対策」に依存
・ 公営企業…地下鉄は依然として経常赤字，上下水道事業は水需要の減少が継続
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連結実質収支の推移（億円）

一般会計の実質収支の黒字を維持したことに加え，地下鉄，市バス，下水道事業が収支改善したことが
大きく影響し，全会計の連結実質収支の黒字を拡大

財政健全化法における指標
の公表開始（19年度）以来初
の黒字化

（１） 全会計の連結実質（累積）収支
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19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

◇公営企業の状況
（23年度と24年度の資金収支の比較）
市バス ＋17億円（△49→△32）
地下鉄 ＋60億円（△138→△78）
水道 △36億円（＋102→＋66）
下水道 ＋15億円（＋179→＋194）
（※地下鉄の資金不足額は，解消可能資
金不足額控除後の額）
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一般会計実質収支の推移（億円）

23年度実質収支 ＋14億円
24年度単年度収支 ＋ 5億円
24年度実質収支 ＋19億円

○ 市税・地方交付税等の減により,一般財源収入が前年度から66億円減少し,厳しい財政状況
○ 予算編成段階で，総人件費の削減（12億円）や事業見直し（28億円）など，徹底した行財政改革を推進
○ 予算の執行に当たっては，過去最高の市税徴収率（97.4％）の達成や，経費節減などにより，単年度収

支の黒字を確保。これにより，一般会計の実質収支は黒字を維持

（２） 一般会計の実質（累積）収支
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19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

リーマンショックを
受け，過去最大の
赤字

24年度実質収支 ＋19億円

歳入総額

（Ａ）

歳出総額
（Ｂ）

差引
（Ａ－Ｂ）

繰越財源
（Ｃ）

実質収支
（Ａ－Ｂ－Ｃ）

7,326 7,265 61 42 19

24年度一般会計決算概況（億円）
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市バス事業の経常損益の推移（億円）

○ 市バス事業は経営健全化計画より３年前倒しで健全化団体から脱却

経常損益は，一般会計からの任意補助金を 10億円削
減（15億円→5億円）したことにより 黒字が減少してい
るものの，健全化計画の24年度見込（経常損益+17億
円）を上回る改善

（３） 公営企業の経営健全化
ア 市バス事業
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経常赤字
のピーク

◇財政健全化法における資金不足額（億円）・資金不足比率（％）の推移

年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

資金不足額 △120 △114 △86 △70 △49 △32

資金不足比率 63.1 59.7 45.9 37.4 25.9 17.2

24年度の資金不足比率は17.2%となり，経営健全化基
準の20％を下回り，健全化団体を脱却（計画で予定し
ていた27年度から３年前倒しで達成）



◇旅客数の推移（千人）

＋16

＋43 ＋55
＋69

0

50

100

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

経常損益 現金収支

地下鉄事業の経常損益等の推移（億円）

イ 地下鉄事業

旅客数は，過去3年間で
1万2千人の増

経営健全化計画の24年度見込（経常損益
△95億円，現金収支+27億円）を上回る改善

21年度 22年度 23年度 24年度
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1日当たりの赤字が７０％減

1日当たり
△46百万円

の赤字

1日当たり
△13百万円の赤字

◇財政健全化法における資金不足額（億円）・資金不足比率（％）の推移

年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

資金不足額 △291 △310 △264 △178 △138 △78

資金不足比率 128.8 133.5 114.5 76.2 57.8 31.9
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上下水道事業の収支，水量の推移（億円，百万 ）

水需要の減少傾向が続いているため，水道料金・下水道使用料は減収となったものの，職員給与費や支払
利息等の削減に努めた結果，

水道事業は，経常損益は黒字を維持したが，特別損失の影響により収益的収支で赤字
公共下水道事業は，実質資金過不足額（※）の黒字を維持

億円
百万 

※汚水処理経費が下水道使用料で賄えているかを表す収支

ウ 上下水道事業
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特別損失（山ノ内浄水場の廃止に伴う除
却費及び配水管の破損事故に伴う損害賠
償）による赤字（55億円）により，29年ぶり
に累積赤字（2億円）となった。

平成24年度とピーク時水量との比較

水道 △20％（平成２年度：213百万 ）
下水道△16％（平成９年度：222百万 ）



（４） 財政健全化法に基づく健全化判断比率

〔財政の早期健全化・再生〕

実質赤字比率
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〔公営企業の経営健全化〕

20％本市

市バス事業

資金不足比率

経営健全化基準

本市

地下鉄事業

経営健全化団体

市バス事業は，
経営健全化団

市バス事業については，昨年度より8.7ポイント改善し，17.2％となったことから，経営健全化基

準の20％を下回り，計画よりも3年前倒しで経営健全化団体から脱却しました。

地下鉄事業では，資金不足比率は大幅に改善したものの，依然として経営健全化基準を上回るた

め，引き続き「経営健全化計画」に掲げた取組を進めていきます。

市バス事業

24年度

17.2％

地下鉄事業

24年度

31.9 ％

23年度

25.9 ％

23年度

57.8 ％

経営健全化団
体から脱却
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一般財源収入の推移（億円）
市税 交付税＋臨財債 その他 23年度から

66億円減

一般財源収
入のピーク

○ 市税収入は評価替えによる固定資産税・都市計画税の減等により，59億円の減
○ 実質的な地方交付税（交付税＋臨財債）も24億円の減 → 総額確保が必要

（５） 一般財源収入の状況
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△59

△24ピーク

対前年度△139
（過去最大の減少）

地方交付税＋臨時財政対策債は，国が行った三位一体改革（16～18年度）の影響で，
ピーク時（15年度）から282億円の減（△22％），この間の市税収入の増＋85億円を大きく
上回る削減 → 地方交付税の総額確保が必要
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※斜体の数字は市税合計

（５－１） 市税収入の推移

68,681 65,329 63,264 66,895 73,398 82,259 83,550 83,469 77,711 76,367 78,367

22,096 26,134 24,139
32,185

38,625
40,088 42,855

29,162
26,354 28,485 25,709

101,580

0

50,000

100,000

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

市税収入については，3年に1度の評価替えの影響による固定資産税・都市計画税の減等により，前
年度決算から59億円の減の2,427億円（2.4％減）となりました。
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（５－２） 市税の徴収率，滞納繰越額の推移

指定都市で最下位であった平成6年度
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京都市の市税徴収率は，市民の皆様の納税への御理解を得て，区役所・支所と本庁が一丸となって
推進した滞納市税等対策本部の重点的な取組により，97.4%（前年度比＋0.2ポイント）と，過去最高
となりました。これにより，「京プラン」実施計画に掲げる数値目標（27年度市税徴収率97.4％）を3
年前倒しで達成しました。

は91.9％
→24年度決算で＋5.5ポイント，増収
効果は単年で約140億円



（５－３） 地方交付税及び臨時財政対策債の推移
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地方交付税 臨時財政対策債

臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は，三位一体改革以降大幅に削減されてきました。
24年度決算では1,025億円と，3年連続で1,000億円台を確保できたものの，前年度から24億円減

となりました。
国による算定方式の変更（※）により，臨時財政対策債が増加し，交付税そのものは減少してい

ます。本来，地方財政の収支不足は臨時財政対策債ではなく，国の責任で，地方交付税の法定率引上げ
による増額で対応すべきであり，引き続き，強く求めていきます。
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※ 国による臨時財政対策債の算定方法が，22～25年度までの4年間で，段
階的に人口規模に応じた方式から財政力指数に応じた方式に変更され，本
市財政は危機的な状況にあるものの一般市町村平均に比べると財政力指数
が高いことから，本市の臨時財政対策債が増加する要因となっています。
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全会計の実質市債残高の推移（億円）

2年間で△641
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ピーク
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一般会計の実質市債残高の推移（億円）

2年間で△344
（目標：5年間で
△500以上）

ピーク

○ 将来世代に過度の負担を残さないため，市債発行額（新規借入れ）総額を市債償還額（返済）総額以下に抑
え，実質市債残高を着実に縮減

○ 京都市財政改革有識者会議の提言（22年10月）に基づき，実施計画において，生産年齢人口１人当たり実質市
債残高を22年度末から増加させないことを目標 → この2年間で，生産年齢人口の減少を上回るペースで実質市
債残高を縮減し，生産年齢人口１人当たりの残高も減少

△166

（６－１） 実質市債残高（※）の縮減（１）
※ 国が返済に責任を持つ臨時財政対策債を除く，本市

が発行及び返済に実質的な責任を持つ市債残高
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生産年齢人口１人当たり残高
22末 102万円→24末 100万円

＜参考＞臨時財政対策債を含む市債残高
全会計 23末 2兆1,451億円→24末 2兆1,514億円（＋ 63億円）
一般会計 23末 1兆2,014億円→24末 1兆2,200億円（＋186億円）

国の定めた算定方式により臨時財政対策債が増加しているため，本市の市債
縮減の取組にかかわらず，臨時財政対策債を含む市債残高は増加している。

△339
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（※）借換債及び臨時財政対策債を除く

全会計では946億円新たに借り入れたが，
1,248億円返済したので，市債残高は302億円減少

（６－２） 実質市債残高の縮減（２）

市債残高（過去の借金）を着実に減少させるためには，毎年度の新規の市債発行額（新たな借金）を償還額
（借金の返済）の範囲内にとどめることが必要
全会計 ：借金の返済1,248億円－新たな借金946億円＝市債残高は302億円減少
一般会計：借金の返済 580億円－新たな借金402億円＝市債残高は178億円減少
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一般会計では402億円新たに借り入れたが，
580億円返済したので，市債残高は178億円減少

全会計の新規発行額
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（６－３） 全会計の実質市債残高の推移

全会計の実質市債残高は，平成15年度以降，10年連続で減少
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（６－４） 一般会計の実質市債残高の推移

一般会計の実質市債残高は，２３年度に１６６億円減少し，２４年度においても，前年度からさらに１７８億円減少

700,000

800,000

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
（参考）臨時財政対策債を含む市債残高 （単位：百万円）

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
臨時財政対策債の残高 26,558 59,757 83,499 102,620 118,785 133,082 145,352 163,992 199,654 236,233 272,769
全会計（臨財債含む） 2,122,211 2,127,144 2,134,301 2,138,715 2,136,046 2,123,407 2,124,001 2,120,425 2,142,306 2,145,080 2,151,358
一般会計（臨財債含む） 1,003,792 1,026,029 1,051,589 1,075,452 1,091,344 1,109,933 1,128,504 1,144,410 1,181,387 1,201,357 1,220,037



○ 職員数は19年度当初から24年度当初までの5年間で約2,000人削減，25年度当初で更に125人削減
○ 一般会計の人件費は，定数削減等により19年度から25年度までで160億円削減
○ これまで国に先駆けた二度にわたる給与減額措置により，一般会計で81億円の財源を確保

17,500

20,000

職員数（全会計）の推移（人）
ピーク

19年度当初から24年度当初までの5年間で
約2,000人を削減

25年度当初で更に125人削減
（23年度当初から468人削減）

実施計画で，23年度
当初から27年度当
初で700人程度の削

（７） 職員数・人件費の削減

19年度
(決算)

25年度
（当初予算）

増△減

1,276 1,116 △160

＜参考１＞一般会計人件費（億円）

20,095

16,153

14,045 13,702 13,577
12,500

15,000

55当初 19当初 23当初 24当初 25当初

減を目標としてお
り，今後も削減して
いく

※ このほか，25年7月から国による地方公務員の給与削減を前提とした地
方交付税等の減額に対応するため，全会計で約25億円（一般会計の
影響額は約21億円）の給与減額措置を実施

＜参考２＞本市独自の職員の給与減額措置による一般会計の影響額（億円）

13年3月～16年3月 21年1月～24年3月 計

50 31 81

※ 芸術大学の法人化に伴う運営費交付金への振替えに
よる減△16億円は△160億円の内数



（８） 扶助費の推移 ※ 「扶助費」とは，生活保護や障害者自立支援費，児童手当など福祉・医療に使われる経費

景気の低迷や高齢化の進展などにより，扶助費は年々増加しており，24年度についても，障害者自立支援
費の増などに伴い，増加
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○ 市税及び一般財源収入が横ばいから下落に転じる一方，社会福祉関連経費（扶助費等）は増加
○ 今後，一般財源収入の増が見込まれるかは不透明

景況感には改善傾向が見られ，税収増は期待できるものの，国においては地方交付税削減の議論がある。
○ 一方，社会福祉関連経費（扶助費等）は，高齢者の増加等により今後も増加傾向が継続

3,558 
3,701 

4,205 

3,834  3,768  3,713

3 000

3,500

4,000

4,500
一般財源収入，市税収入，社会福祉関連経費の決算額推移（億円）

一般財源収入
（市税，地方交付税など）

市税収入

平成6年度の水
準まで下落

ピーク

平成4年度から
185億円減少

ピーク

（９－１） 今後の財政運営（１）

1,003

2,244 2,306
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1,500

2,000
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社会福祉関連経費（扶助費等）＝扶助費（児童手当含む，社会福祉費以外の扶助費（保健，教育等）含む）＋国保・介護への繰出金，
後期高齢（老人保健）への繰出金，負担金 ※ 国の補助金等を財源とするものを含む

市税収入に対する割合
38.7％

平成4年度の約2.4倍に
増加し．ほぼ市税収入に
匹敵する規模

※２４年度以前は決算，２５年度は当初予算



将来に渡って財政を持続可能なものとするためには，デフレからの脱却と安定的な経済成長の
実現に向けた国の取組に歩調を合わせ，「はばたけ未来へ！ 京プラン」実施計画に基づく「都市
の成長戦略」と「行財政改革」を一体的に推進

◆ 京都の強みを最大限に生かした成長戦略の推進→将来の税収増につなげる
・ 国際科学イノベーション拠点と連携した産学公連携による新産業・新事業の創出
・ 京都ブランド海外市場開拓事業などの伝統産業振興
・ ＩＬＴＭ Ｊａｐａｎの京都開催などの「観光立国・日本 京都拠点」の取組
・ 「グローバルＭＩＣE戦略都市」の選定を受け，ＭＩＣＥ振興を強化

・ 「世界の文化首都」として，文化芸術を振興
「古典の日」の推進，市民が残したいと思う“京都を彩る建物や庭園”制度など

「歩 ち 京都 総合交 戦略 推進

産業・観光
の振興，雇
用の創出

都市の魅力
の向上

（９－２） 今後の財政運営（２）

併せて，国に対しては，大都市税財源の拡充や地方交付税制度の抜本改革などを引き続き求
め，公債償還基金の活用等の「特別の財源対策」からの早期脱却を目指す。

・ 「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進
四条通の歩道拡幅，京都駅南口駅前広場の整備など

・ 「大学のまち京都・学生のまち京都」の推進
大学を核とした山ノ内浄水場跡地活用推進，留学生の倍増に向けた支援など

・ 女性が働き続けられる社会を目指す待機児童解消

◆ 徹底した行財政改革
・ 職員数の削減や事務事業の効率化の徹底など歳出構造改革を推進し，社会福祉関連経費の
増加にしっかり対応

・ 生産年齢人口の減少を考慮し，公共投資を的確にコントロールし，実質市債残高を着実に縮減

の向上

若者・女性
の活力


